
 

都 市 公 園      許 可 申 請 書 

行為の目的又は

変 更 の 理 由 

 出水市都市公園等（東光山含む21公園）指定管理者仕様書 第10

項に従い指定管理者が実施すべき都市公園等における市民の憩いの

場としての利用促進及び公園の有効活用に向けて、指定管理者が主

催するイベントの開催や指定管理者が行う行商等により公園利用者 

がよりよい憩いの場になること及び、公園の魅力発信につなげるこ

とを目的とする。 

行 為 の 期 間 
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 （  日間） 

日付（    / 月  ） 時  分 から  時  分 

行為を行う場所

又 は 公 園 施 設 

公園＝ 東光山公園 面積  5m2以下 

水道設備含む排水施設を（ 使用する 、使用しない ） 

 

行 為 の 内 容 

 保健所の定める飲食物の移動営業販売・仮設営業販売 

（         をキッチンカー又は      にて販売） 

 保健所に届け出た臨時営業販売 

（        を       にて販売） 

 その他、加工工場等による加工品の販売 

（        を       にて販売） 

そ の 他 

1.指定管理者 行商等管理事業に対する申し込み 

  添付書類 

   ・公的期間の許可証 ・チラシ、ポスター等の広告 

 公園利用料=200円(5㎡以下)/日× 日、管理手数料=800円 

 仮設営業等の公園施設水道設備使用料=100円/日(     円) 

 上記金額に消費税を加える（消費税   円）10円未満切り捨て 

2.出水市都市公園条例施行規則第13条第1項第1号イによる免除 

  

上記の                    したいので許可をお願い致します。 

 

 

                  令和  年  月  日 

 （ 宛 先 ）     （ 申 請 者 ）        

都市公園等指定管理者            鹿児島県 出水市   

株式会社地産地消心のきずな           

早川 博嗣 様         住 所 鹿児島県出水市      

       申し込み者                

                    氏 名          

                    連絡先  

 

   

使     用 

使 用 変 更 

とおり公園を使用 

理由により公園使用許可事項を変更 


